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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（株券等に係る制度信用銘柄の選定基準） （株券等に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 内国株券（内国法人の発行する株券及

び優先出資証券（協同組織金融機関の発行す

る優先出資証券をいう。以下同じ。）をいう。

以下同じ。）が次の各号に適合する場合は、

既に制度信用銘柄に選定されているものを

除きこれを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

第２条 内国株券（内国法人の発行する株券及

び優先出資証券（協同組織金融機関の発行す

る優先出資証券をいう。以下同じ。）をいう。

以下同じ。）が次の各号に適合する場合は、

既に制度信用銘柄に選定されているものを除

きこれを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） その発行者の直前事業年度における 

当期純利益金額（直前連結会計年度に係る

連結損益計算書に連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和５１年

大蔵省令第２８号。以下「連結財務諸表規

則」という。）第６５条第４項により記載

される「当期純利益金額」（当該直前事業

年度において当該発行者が連結財務諸表

を作成すべき会社（会社以外の法人を含

む。以下同じ。）でない場合は、当該直前

事業年度に係る損益計算書に財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和３８年大蔵省令第５９号。以下「財

務諸表等規則」という。）第９５条の５第

２項により記載される「当期純利益金額」）

をいう。ただし、当該直前連結会計年度に

おいて当該発行者がＩＦＲＳ任意適用会

社である場合又は連結財務諸表規則第９

５条の規定の適用を受ける場合は、当該直

前連結会計年度に係る連結損益計算書に

基づいて算定される当期純利益金額に相

当する額（当該発行者が連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、当該直前事業

年度に係る損益計算書に基づいて算定さ

（５） その発行者の直前事業年度における 

当期純利益金額（直前連結会計年度に係る

連結損益計算書に連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和５１年

大蔵省令第２８号。以下「連結財務諸表規

則」という。）第６５条第４項により記載

される「当期純利益金額」（当該直前事業

年度において当該発行者が連結財務諸表を

作成すべき会社（会社以外の法人を含む。

以下同じ。）でない場合は、当該直前事業

年度に係る損益計算書に財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則（昭和

３８年大蔵省令第５９号。以下「財務諸表

等規則」という。）第９５条の５第２項に

より記載される「当期純利益金額」）をい

う。ただし、当該直前連結会計年度におい

て当該発行者がＩＦＲＳ任意適用会社であ

る場合は、当該直前連結会計年度に係る連

結損益計算書に基づいて算定される当期純

利益金額に相当する額（当該発行者が連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合は、

当該直前事業年度に係る損益計算書に基づ

いて算定される当期純利益金額に相当する

額）をいう。以下同じ。）が正である銘柄
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れる当期純利益金額に相当する額）をい

う。以下同じ。）が正である銘柄であると

き。ただし、当該発行者が外国会社である

場合は、当該発行者の直前事業年度におけ

る当期純利益金額に相当する額（当該発行

者が連結財務諸表を財務書類として掲記

している場合は、連結損益計算書に基づい

て算定される当期純利益金額に相当する

額をいい、当該発行者が連結財務諸表を財

務書類として掲記していない場合は、損益

計算書に基づいて算定される当期純利益

金額に相当する額又は結合損益計算書に

基づいて算定される当期純利益金額に相

当する額をいう。以下同じ。）が正である

銘柄であるとき。 

であるとき。ただし、当該発行者が外国会

社である場合は、当該発行者の直前事業年

度における当期純利益金額に相当する額

（当該発行者が連結財務諸表を財務書類と

して掲記している場合は、連結損益計算書

に基づいて算定される当期純利益金額に相

当する額をいい、当該発行者が連結財務諸

表を財務書類として掲記していない場合

は、損益計算書に基づいて算定される当期

純利益金額に相当する額又は結合損益計算

書に基づいて算定される当期純利益金額に

相当する額をいう。以下同じ。）が正であ

る銘柄であるとき。 

（６） その発行者の直前事業年度の末日に

おける利益剰余金（直前連結会計年度に係

る連結貸借対照表に連結財務諸表規則第

４３条第１項により記載される「利益剰余

金」（当該直前事業年度において当該発行

者が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は、当該直前事業年度に係る貸借対

照表に財務諸表等規則第６０条により記

載される「利益剰余金」）をいう。ただし、

当該直前連結会計年度において当該発行

者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又

は連結財務諸表規則第９５条の規定の適

用を受ける場合は、当該直前連結会計年度

に係る連結貸借対照表に基づいて算定さ

れる利益剰余金に相当する額（当該発行者

が連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合は、当該直前事業年度に係る貸借対照

表に基づいて算定される利益剰余金に相

当する額）をいう。以下同じ。）が負でな

い銘柄であるとき。ただし、当該発行者が

外国会社である場合は、次のａ又はｂに適

（６） その発行者の直前事業年度の末日に

おける利益剰余金（直前連結会計年度に係

る連結貸借対照表に連結財務諸表規則第４

３条第１項により記載される「利益剰余金」

（当該直前事業年度において当該発行者が

連結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は、当該直前事業年度に係る貸借対照表に

財務諸表等規則第６０条により記載される

「利益剰余金」）をいう。ただし、当該直

前連結会計年度において当該発行者がＩＦ

ＲＳ任意適用会社である場合は、当該直前

連結会計年度に係る連結貸借対照表に基づ

いて算定される利益剰余金に相当する額

（当該発行者が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合は、当該直前事業年度に係

る貸借対照表に基づいて算定される利益剰

余金に相当する額）をいう。以下同じ。）

が負でない銘柄であるとき。ただし、当該

発行者が外国会社である場合は、次のａ又

はｂに適合するとき。 
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合するとき。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（７）～（１１） （略） （７）～（１１） （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２３年１０月３１日か

ら施行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２１２条 （略） 第２１２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第２０５条第５号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

５ 規程第２０５条第５号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 規程第２０５条第５号に規定する純資

産の額とは、連結貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額（連結財務諸表規則の規定

により作成された連結貸借対照表の純資産の

部の合計額に、同規則第４５条の２第１項に

規定する準備金等を加えて得た額から、当該

純資産の部に掲記される新株予約権及び少数

株主持分を控除して得た額をいう。以下この

項において同じ。）をいう。ただし、新規上

場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合

又は同規則第９５条の規定の適用を受ける場

合は、連結貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額に相当する額をいうものとする。 

（１） 規程第２０５条第５号に規定する純資

産の額とは、連結貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額（連結財務諸表規則の規定

により作成された連結貸借対照表の純資産の

部の合計額に、同規則第４５条の２第１項に

規定する準備金等を加えて得た額から、当該

純資産の部に掲記される新株予約権及び少数

株主持分を控除して得た額をいう。以下この

項において同じ。）をいう。ただし、新規上

場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合

は、連結貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額に相当する額をいうものとする。 

（２）～（１０） （略） （２）～（１０） （略） 

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 規程第２０５条第６号に規定する利益

の額とは、連結損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額（連結財務諸表規則第６１条に

より記載される「経常利益金額」又は「経常

損失金額」と同規則第６４条により記載され

る「税金等調整前当期純利益金額」又は「税

金等調整前当期純損失金額」（同規則第６７

条により掲記される特別法上の準備金等の繰

入額又は取崩額及び債務免除益の金額を除外

した額）とのいずれか低い額に同規則第６５

（１） 規程第２０５条第６号に規定する利益

の額とは、連結損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額（連結財務諸表規則第６１条に

より記載される「経常利益金額」又は「経常

損失金額」と同規則第６４条により記載され

る「税金等調整前当期純利益金額」又は「税

金等調整前当期純損失金額」（同規則第６７

条により掲記される特別法上の準備金等の繰

入額又は取崩額及び債務免除益の金額を除外

した額）とのいずれか低い額に同規則第６５
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条第３項により記載される金額を加減した金

額をいう。以下同じ。）をいう。ただし、新

規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である

場合又は同規則第９５条の規定の適用を受け

る場合は、連結損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額をいうものとする

。 

条第３項により記載される金額を加減した金

額をいう。以下同じ。）をいう。ただし、新

規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である

場合は、連結損益計算書に基づいて算定され

る利益の額に相当する額をいうものとする。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

（５） 規程第２０５条第６号に規定する売上

高とは、連結損益計算書（審査対象期間にお

いて新規上場申請者が連結財務諸表を作成す

べき会社でない期間がある場合は、当該期間

については、損益計算書）に掲記される売上

高をいう。ただし、新規上場申請者がＩＦＲ

Ｓ任意適用会社である場合又は連結財務諸表

規則第９５条の規定の適用を受ける場合は、

連結損益計算書上の売上高に相当する額をい

うものとする。 

（５） 規程第２０５条第６号に規定する売上

高とは、連結損益計算書（審査対象期間にお

いて新規上場申請者が連結財務諸表を作成す

べき会社でない期間がある場合は、当該期間

については、損益計算書）に掲記される売上

高をいう。ただし、新規上場申請者が連結財

務諸表規則第９３条の規定の適用を受ける場

合は、連結損益計算書上の売上高に相当する

額をいうものとする。 

（６）～（１５） （略） （６）～（１５） （略） 

７～１１ （略） ７～１１ （略） 

  

（一部指定の形式要件の取扱い） （一部指定の形式要件の取扱い） 

第３１０条 （略） 第３１０条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 規程第３０８条第６号に規定する利益の額又

は時価総額の取扱いは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

６ 規程第３０８条第６号に規定する利益の額又

は時価総額の取扱いは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 規程第３０８条第６号ｃに規定する売

上高とは、連結損益計算書（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合は、損

益計算書）に掲記される売上高をいう。ただ

し、上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である

場合又は連結財務諸表規則第９５条の規定の

適用を受ける場合は、連結損益計算書上の売

上高に相当する額をいうものとする。 

（４） 規程第３０８条第６号ｃに規定する売

上高とは、連結損益計算書（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合は、損

益計算書）に掲記される売上高をいう。ただ

し、上場会社が連結財務諸表規則第９３条の

規定の適用を受ける場合は、連結損益計算書

上の売上高に相当する額をいうものとする。 
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（５） （略） （５） （略） 

７ （略） ７ （略） 

  

（指定替えの要件及び時期） （指定替えの要件及び時期） 

第３１１条 （略） 第３１１条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当

する場合の指定替えの時期は次の各号に定める

ところによる。 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当

する場合の指定替えの時期は次の各号に定める

ところによる。 

（１） 債務超過の取扱い （１） 債務超過の取扱い 

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定する

債務超過の状態とは、第２１２条第５項第

１号に規定する連結貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額（上場会社が連結財

務諸表を作成すべき会社でない場合は同項

第２号に規定する貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額とし、連結財務諸表規

則第９５条の規定の適用を受ける会社であ

る場合はこれに相当する額とする。）が負

である場合をいう。ただし、上場会社がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合は、当該連

結貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は当該貸借対照表に基づ

いて算定される純資産の額）に相当する額

（会計基準の差異による影響額（当取引所

が必要と認めるものに限る。）を除外した

額をいう。）が負である場合をいう。 

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定する

債務超過の状態とは、第２１２条第５項第

１号に規定する連結貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額（上場会社が連結財

務諸表を作成すべき会社でない場合は同項

第２号に規定する貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額）が負である場合をい

う。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用

会社である場合は、当該連結貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額（上場会社

が連結財務諸表を作成すべき会社でない場

合は当該貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額）に相当する額（会計基準の差

異による影響額（当取引所が必要と認める

ものに限る。）を除外した額をいう。）が

負である場合をいう。 

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条 （略） 第６０１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務 ４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務
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超過の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

超過の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 規程第６０１条第１項第５号に規定す

る債務超過の状態とは、第２１２条第５項第

１号に規定する連結貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額（上場会社が連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合は同項第２号

に規定する貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額とし、連結財務諸表規則第９５条

の規定の適用を受ける会社である場合はこれ

に相当する額とする。）が負である場合をい

う。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用会

社である場合は、当該連結貸借対照表に基づ

いて算定される純資産の額（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合は当該

貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額）に相当する額（会計基準の差異による影

響額（当取引所が必要と認めるものに限る。）

を除外した額をいう。）が負である場合をい

う。 

（１） 規程第６０１条第１項第５号に規定す

る債務超過の状態とは、第２１２条第５項第

１号に規定する連結貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額（上場会社が連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合は同項第２号

に規定する貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額）が負である場合をいう。ただし、

上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である場合

は、当該連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（上場会社が連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は当該貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額）に相当する

額（会計基準の差異による影響額（当取引所

が必要と認めるものに限る。）を除外した額

をいう。）が負である場合をいう。 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

５～１５ （略） ５～１５ （略） 

  

平成２２年６月３０日改正付則 平成２２年６月３０日改正付則 

１・２ （略） １・２ （略） 

（削る） ３ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が、

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則等の一部を改正する内閣府令（平成２１

年内閣府令第７３号）附則第２条の規定により

連結財務諸表を同府令第１条の規定による改正

前の連結財務諸表規則第９３条の規定により作

成する場合は、規程第２０５条第５号に規定す

る純資産の額については、改正前の第２１２条

第５項第１号を、規程第２０５条第６号に規定

する利益の額については、改正前の第２１２条

第６項第１号の規定を適用する。 
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３ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２３年１０月３１日から

施行する。 

 

  

 




